
令和６年１月24日 

佐 渡 税 務 署 

報 道 機 関 各位 

【目的】
◎ 令和６年２月16日（金）から、全国の税務署で令和５年分所得税及び復興特別所得

税等の確定申告の受付が始まります。 

   令和５年分の確定申告は、「自宅からスマホでｅ－Ｔａｘ申告」をより一層推進する

ため、スマートフォンによる確定申告（通称「スマホ申告」）のパブリシティを実施し

ます。 

【実施内容】
◎ 太鼓芸能集団「鼓童」女性初の大太鼓奏者「米山水木」さんが、「スマホ申告」を体

験し、利便性と簡便性をPRします。 

【実施日時等】
◎ 実施日時 

令和６年２月２日（金）午前11時から約１時間程度 

◎ 実施場所  

佐渡市小木金田新田148－１ 鼓童村（稽古場） 

【その他】
◎ 準備の都合上、取材いただける場合は、お手数ですが１月31日（水）午後５時まで

に担当者宛、ご連絡ください。 

なお、当日は午前10時45分までに鼓童村（稽古場）へお越しください。 

【担当者】 

佐渡税務署 総務課長 太田 誠 

 電話 0259-74-3276（自動音声案内） 

 ※番号「２」を選択してください。

取材依頼

◎ 太鼓芸能集団「鼓童」女性初の大太鼓奏者の 

   「米山水木」さんによる「スマホ申告」パブリシティ を実施します！

～女性初の佐渡税務署長 齋署長も出演～ 
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◎ 確定申告会場について（佐渡市役所との合同運営です。）

会  場 
アミューズメント佐渡 １階「はまなすホール」 

佐渡市中原234番地１ 

開設期間 
令和６年２月16日（金）から令和６年３月15日（金） 

※ 土、日、祝日（振替休日を含む。）を除きます。 

受付時間 午前９時から午後４時まで 

※ 会場内の混雑を回避するため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入

場整理券」が必要です。入場整理券は、会場で当日配付しますが、ＬＩＮＥを通じたオンライン

事前発行も可能です。 

  なお、作成済申告書の提出のみであれば、入場整理券は不要です。 

  ※ 入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。 

    なお、当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認できます。 

    ※ 会場開設期間中は、佐渡税務署庁舎（佐渡市相川三町目新浜町３－３）においては、所得税、

個人事業者の方の消費税及び贈与税の申告に関するご相談等は受け付けておりません。 

◎ 申告書の提出期限について 
   令和５年分の所得税及び消費税並びに贈与税の申告書の提出期限は次のとおりです。 

税    目 申告書の提出期限 

所得税及び復興特別所得税 令和６年３月15日（金） 

個人事業者の消費税及び地方消費税 令和６年４月１日（月） 

贈   与   税 令和６年３月15日（金） 

◎ 国税庁ホームページのご案内 
   国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力す

ることにより、スマートフォンやパソコンで簡単に申告書が作成できます。 

   作成した申告書は、ｅ－Ｔａｘのほか、印刷して郵送等で提出することもできます。 


